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都道府県歯科医師会と都道府県警察との合同研修・訓練の実施に関する指針に

ついて（通達）

都道府県歯科医師会と都道府県警察との合同研修・訓練については、平成26年６月

に閣議決定された死因究明等推進計画（令和３年６月廃止）において、死因究明等の

推進を行うための当面の重点施策の１つとして掲げられ、これまで「都道府県歯科医

師会と都道府県警察との合同研修・訓練の実施に関する指針について（通達）」（平

成28年４月25日付け警察庁丁捜一発第59号ほか。以下「旧通達」という。）に基づき、

実施されてきたところであるが、令和３年６月に閣議決定された新たな死因究明等推

進計画においても、死因究明等に関し講ずべき施策として、「都道府県歯科医師会と

都道府県警察との合同研修・訓練の実施に関する指針に基づき、警察において、都道

府県歯科医師会と都道府県警察による合同研修会等の積極的な開催に努めるとともに、

警察の身元確認業務の状況や取扱事例の紹介を行うなどの協力を進める」ことが盛り

込まれている。

そこで、旧通達により示されていた「都道府県歯科医師会と都道府県警察との合同

研修・訓練の実施に関する指針」（以下「指針」という。）を基に、新興感染症の疑

い等のある遺体の身元確認における感染防止要領を追加するなどして、別添のとおり

新たな指針を定めたので、同指針に沿った合同研修・訓練を積極的に実施し、死体取

扱業務に従事する職員の身元確認能力の向上を図られたい。

なお、本件については、公益社団法人日本歯科医師会と協議済みである。

旧通達は、廃止する。



別添

都道府県歯科医師会と都道府県警察との合同研修・訓練の実施に関する指針

【合同研修・訓練の目的】

死体取扱業務に従事する歯科医療関係者及び警察職員の大規模災害等の発生時にお

ける多数死体取扱要領とそれぞれの役割を理解し、歯科所見（歯牙、口腔組織、顎骨

等）による身元確認要領を習得して身元確認能力の向上を図るとともに、平素からの

合同研修・訓練（以下「訓練等」という。）を通して歯科医療関係者と警察職員との

「顔の見える関係」を構築するなど相互の連携を強化することによって、大規模災害

等の発生時における身元確認活動の的確かつ円滑な遂行を実現することを目的とする

もの。

※ 留意事項

大規模災害等とは、自然災害のみをいうものではなく、大規模な事件・事故等

も含まれる。

【実施要領】

１ 習得事項

(1) 多数死体取扱要領等の確認

大規模災害等発生時における多数死体取扱要領等に基づき、多数死体取扱時の

検視（死体調査）場所の設置要領や遺体の受付、検視（死体調査）、身元確認活

動、遺族対応等の一連の流れを確認する。

歯科医療関係者及び警察職員は、大規模災害等における多数死体取扱の流れや

歯科所見による身元確認活動の手順等を理解し、それぞれの役割を確認すること。

(2) 死体からの歯科所見の採取要領

歯科所見の採取要領については、公益社団法人日本歯科医師会（以下「日本歯

科医師会」という。）発行の「大規模災害時の歯科医師会行動計画」（令和３年

５月改訂版。以下、「行動計画」という。）を参照する。

ア デンタルチャート（死後記録）の作成要領

デンタルチャート（死後記録）の作成については、日本歯科医師会から示さ

れたデンタルチャート（死後記録）の様式を使用する。

歯科医療関係者は、統一された様式、用語に基づき、死体からの歯科所見を

採取し、デンタルチャート（死後記録）を作成する要領を習得すること。



警察職員にあっては、歯科医療関係者が行う歯科所見採取・デンタルチャー

ト（死後記録）の作成を補助することができるよう、歯科所見に関する基本的

知識やデンタルチャート（死後記録）の作成要領を習得すること。

※ 留意事項

・ 大規模災害等で極めて多数の死体を取り扱う場合は、死体の状況等に

よって身元確認活動を必要最小限にとどめ、死体取扱いの迅速化を図る必

要がある。このため、デンタルチャート（死後記録）の作成についても、

口腔内写真を撮影しており、事後に撮影された写真に基づき図を作成する

ことが可能な場合（歯科所見による身元確認に必要な記録が採取された場

合）は、図の描記を省略し、迅速に歯科所見を採取していき、事後に図を

作成する場合がある。

・ 死体を切開することができるのは、警察等が取り扱う死体の死因又は身

元の調査等に関する法律（平成24年法律第34号。以下「法」という。）第

８条第１項に基づく、身元を明らかにするための措置として医療機器（イ

ンプラント等）を摘出するために行う場合に限られる。したがって、硬直

の激しい死体の歯牙の調査（歯科所見の採取を含む。）を行うために口角

を切開する措置等は、行うことができない。

よって、歯科所見の採取は、死体の硬直の状況等を念頭に置き、開口器

等の使用方法等を含めた訓練等を検討する。

イ 口腔内写真撮影要領

口腔内の写真撮影する部位、方法等を習得する。

撮影部位等については、閉口時の正面（１枚）、左右側側面観（各１枚）、

上下顎歯列咬合面観（各１枚）の合計５枚を基本として、その他脱落歯、着脱

可能な補綴物等の特徴のある所見は全て撮影する。多数死体を撮影する場合、

写真上で識別が可能となるよう、遺体番号カード等を写し込むなど、写真と死

体の取り違い防止に留意する。

口腔内写真撮影は、歯科医療関係者及び警察職員ともに行うことが想定され

ることから、訓練等参加者は、歯科医師等の指導のもと、事後の身元確認資料

に資することができるよう、適切な口腔内の写真撮影要領を習得すること。

ウ エックス線写真撮影要領

各都道府県警察に配備されているポータブルデジタルレントゲン等のエック

ス線写真撮影装置等を用い、その使用方法、撮影部位等を習得する。



撮影部位については、原則として全顎を撮影するほか、特徴のある所見を有

する部位は、他の撮影方法でも撮影するなどし、詳細な記録を残す。

エックス線写真撮影は、原則として歯科医療関係者が行うこととなることか

ら、歯科医療関係者は、エックス線の防護措置等を含めたエックス線写真撮影

要領を習得すること。

警察職員は、歯科医療関係者を補助することができるよう、エックス線写真

の撮影要領等を習得すること。

なお、実際にエックス線撮影装置で撮影して訓練等を実施する場合は、エッ

クス線の防護に十分注意するとともに、警察職員がエックス線写真撮影装置を

使用する場合は、エックス線作業主任者等の資格が必要となることに留意する

こと。

(3) 生前歯科情報の入手及び活用要領

ア 生前歯科診療記録の入手要領

生前歯科診療記録には、カルテのほか、口腔内写真、エックス線写真、その

他歯列模型等があり、歯科所見による身元不明死体の身元確認を行うに当たっ

ては、これらを入手することが重要となる。

なお、歯科医療機関を受診していない場合でも、生前に撮影されたスナップ

写真（歯が写っているもの）等が歯科所見による身元確認資料となる場合もあ

ることから、行方不明者の家族等から行方不明届を受理する際は、これも身元

確認資料の一つとなることを念頭に置くこと。

平時、大規模災害等発生時の生前歯科診療記録の入手要領等について、あら

かじめ都道府県歯科医師会と都道府県警察との間で協議の上、取り決めておき、

入手要領の周知を図る。（入手要領や留意事項等については、「大規模災害等

における都道府県歯科医師会に対する歯科診療記録の照会要領のモデル案につ

いて」（令和２年４月３日付け警察庁丁捜一発第39号ほか。）を参考にするこ

と。）

なお、大規模災害等で取り扱う死体は、通常、法第４条第２項に基づく死体

調査で取り扱うことから、これに伴う身元確認のための医療機関に対する診療

記録の提出等の協力依頼も法第４条第３項に基づいて行われる。よって、同協

力依頼は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第23条第１項

第１号の「法令に基づく場合」に該当し、医療機関等は遺族の同意がなくとも、

その情報を提供することができることを周知すること。



イ デンタルチャート（生前記録）の作成要領

入手した生前歯科診療記録からデンタルチャート（生前記録）を作成する要

領を習得する。

デンタルチャート（生前記録）は、歯科医療関係者が作成することとなるの

で、歯科医療関係者は、経時的変化等を考慮したデンタルチャート（生前記

録）の作成要領を習得し、警察職員はこれを補助することができるよう、訓練

等を実施すること。

(4) 照合解析ソフトを使用した死体からの歯科所見と生前歯科診療記録との照合要

領（スクリーニング）

照合解析ソフトとは、大規模災害等により多数の身元不明死体、行方不明者が

発生した場合に、死体から採取した歯科所見と歯科医院等から入手した行方不明

者等に係る生前歯科診療記録を照合して、スクリーニングを行うソフトをいう。

歯科医療関係者及び警察職員は協力して、照合解析ソフトに生前、死後のデン

タルチャート等の情報を入力し照合を行うなどして、その使用方法を習得し、多

数死体取扱時のスクリーニングを行えるように訓練等を実施すること。

(5) 生前、死後の歯科所見による照合要領

生前、死後のデンタルチャート、採取画像等の歯科所見を照合し、「照合結果

報告書」（行動計画を参照）を作成した上、同一人か否かなどを判定する要領を

習得する。

生前、死後の歯科所見の照合は、死体の身元を特定するに当たり、極めて重要

な作業であることから、歯科医療関係者を主体に訓練等を実施し、照合能力の向

上を図ること。

(6) 新興感染症の疑い等のある遺体の身元確認における感染防止要領

遺体からの感染防止は、自身が感染しないこと及び他者に汚染を広げないこと

が重要となることから、行動計画に基づき、感染防止に配意した訓練等を検討す

ること。

２ 実施方法（例）

訓練等の実施方法は、特に定めるものではないが、歯科医療関係者と警察職員が

合同で訓練等を実施する目的を踏まえ、以下に示す例を参考に実効性のある訓練等

を計画、実施すること。

(1) 研修等による習得



歯科医師や検視官等による研修や講師を招いて実施する講演により、前記１の

習得事項を習得する。

(2) 訓練による習得

ア 模擬遺体等を用いた死後歯科所見の採取訓練

模擬遺体等を用いて、実際に歯科所見からデンタルチャート（死後記録）を

作成する訓練を行う。

イ 資機材の使用訓練

デジタルカメラ、エックス線撮影装置等の資機材を用いて、模擬撮影を行う

などし、その撮影方法や使用方法等の訓練を行う。

ウ 模擬カルテを用いた生前歯科所見の採取訓練

都道府県歯科医師会等の協力を得て模擬カルテを準備し、同カルテからデン

タルチャート（生前記録）を作成する訓練を行う。

エ 照合解析ソフトを使用した照合（スクリーニング）訓練

照合解析ソフトを準備し、その使用方法の訓練を行う。

模擬カルテ等から作成したデンタルチャート（生前記録）の情報と模擬遺体

等から作成したデンタルチャート（死後記録）の情報等を準備し、実際に照合

解析ソフトに入力して、スクリーニングの訓練を行う。

オ 死後と生前の歯科所見の照合作業と照合結果報告書の作成訓練

実際に生前、死後の歯科所見から照合作業を行い、「照合結果報告書」を作

成する訓練を行う。

カ 感染防止要領の訓練

ゾーニングラインを明確にした検視・歯科所見採取場所の設営、防護衣の脱

着等について訓練を行う。

(3) 訓練方法等

歯科医療関係者と警察職員による合同班を編成し、前記(2)ア～カの訓練を協

力して実行するなどして相互の連携強化を図る。

３ 留意事項

(1) 都道府県歯科医師会と都道府県警察との間で連携を図り、訓練等が継続的に実

施できるよう計画すること。

(2) 指針については、大規模災害等で多数の身元不明死体を取り扱った場合に必要

な習得事項等を示したもので、都道府県歯科医師会や都道府県警察の実情に合わ



せ、他の都道府県歯科医師会・警察と合同で実施したり、これまで実施していた

他の訓練等の際に指針に示した習得事項のいずれかを含めて実施するなど適宜訓

練等の規模を拡大、縮小するなどして実効性の上がるよう努めること。


















































